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中小企業新事業活動促進法が成立

関連施策体系を整理、統合・使い易さ、分かり易さを追求

－中小企業庁－

４月６日、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（中小企業新

事業活動促進法）」が、参議院本会議で可決され成立した。施行は、４月

13日。中小企業新事業活動促進法は、中小企業を支援する既存の３法律、

q中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（中小創造法）、w

新事業創出促進法、e中小企業経営革新支援法を整理統合し、分かりやす

い体系にしたのが特徴。さらに、「新連携」への支援を新たな柱として加え、

予算や税制などの支援措置も含めて中小企業施策の骨太化を図っている。

――法律の概容は次のとおり。

新連携の支援について

○新連携とは

「新連携」とは、異なる分野で事業を

行っている複数の中小企業が、各企業が

持つ様々な強みを持ち寄ってゆるやかな

ネットワークを形成し、あたかも一つの

事業体のように振る舞って、単独企業で

はなし得なかった高付加価値の商品・サ

ービスの提供を行う事業形態を指してい

る。

○新連携の意義と効果

新連携の取組を促進していくことの意

義や効果は、中小企業自身にとっては、

自らの「強み」を発揮出来る様々なプロ

ジェクトに主体的に参加し、他の企業等

と連携することにより、独立性・自立性

を維持しながら、単独ではできない新た

な事業展開を実現することができる。こ

れにより、経営リスクを抑制しつつ、よ

り大きな成長のチャンスを得ることが可

能となる。

○「新連携支援地域戦略会議」の設置

新連携の支援のために、全国９ヵ所の

ブロックに「新連携支援地域戦略会議」

を設置する。

同会議は、地域を代表する企業や金融

機関、大学等の学識経験者など地域経済

に影響力のあるメンバーで構成され、地
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域をあげて新連携案件を応援。また、同

会議事務局には、商社や金融機関、経営

コンサルタントなど、ビジネスに精通し、

様々な支援機関とネットワークを持った

者がプロジェクトマネージャーとして置

かれ、中核となって個別支援チームを組

成し、事業計画の策定段階から研究開発、

販路開拓等の様々なステージにおいて支

援。

なお、新連携に関する事業計画が経済

産業局等の認定を受けた後も、市場に製

品やサービスが提供される段階までフォ

ローアップを行う。

○事業計画達成のための支援策

新連携の事業計画の認定を受けると、

計画達成に向けて様々な支援策がある。

連携体の規約作成・システム構築や販路

開拓等の経費に使える補助金が利用でき

る。中小企業金融公庫等の政府系金融機

関による低利融資、中小企業信用保険や

中小企業投資育成株式会社法の特例によ

り、連携に参加する中小企業の資金調達

を支援。また、設備投資減税を措置。

既存３法からの整理統合について

既存の３法を整理統合するに当たって

は、創業を広く促進することによって市

場の活性化を図るとともに、既存の企業

については、経営の向上に向けた具体的

な事業計画を有する者を重点的に支援し

ていくために、引き続き、創業と経営革

新の取組を支援することとした。

○「創業」の支援

これから事業を開始しようとする個人

や創業５年以内の事業者などについて、

中小企業信用保険や中小企業投資育成株

式会社法の特例を通じて、その資金調達

を支援するとともに、設備投資減税や留

保金課税の停止も措置している。また、

エンジェル税制によって個人投資家から

ベンチャー企業へのリスクマネーの供給

を円滑化する。さらに、資本金１円から

会社設立を可能とする商法の最低資本金

規制の特例を引き続き措置するなど、経

済活力の源泉である創業を幅広く支援す

る。

○「経営革新」の支援

中小企業が新たな事業活動を行い、そ

の経営の向上を図るビジネスプラン

（「経営革新計画」）を策定し、都道府県

等で承認を受けると、別途審査はあるも

のの、経営革新の達成のために必要な支

援策を受けることができる。

具体的には、新商品・新技術・新サー

ビスの開発や販路開拓等の経費に使える

補助金がある。政府系金融機関による低

利融資、中小企業信用保険や中小企業投

資育成株式会社法の特例により経営革新

に取り組む事業者の資金調達を支援す

る。また、設備投資減税や留保金課税の
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停止についても措置している。

以上のように、中小企業新事業活動促

進法においては、新連携を始めとして、

創業、経営革新への取組を支援すること

により、市場を目指して新たな事業活動

に挑む中小企業を強力に応援していく。

そして、我が国経済の太宗を占める中小

企業が自ら新たな付加価値を生み出し、

活躍していくことにより、地域の活力の

再生をも引き起こし、我が国経済の活性

化に資することが期待される。

新事業創出促進法 中小創造法 経営革新法

環境整備 （経営基盤強化支援、SBIR、地域プラットフォーム等）

中小企業新事業活動促進法（略称）

研究開発
支援

環境整備新事業開拓
支援

新連携支援経営革新支援創業支援
【税制】・エンジェル税制

・設備投資減税
・留保金課税停止
（欠損金繰戻還付）

【融資】・政府系金融機関による
創業向け融資

【予算】・経営革新補助金（18億円）

【税制】・設備投資減税
・留保金課税停止

【融資】・計画承認事業者への
低利融資

【予算】・新連携補助金（41億円）
・戦略会議（５億円）

【税制】・設備投資減税

【融資】・計画認定連携体への
低利融資

経営革新
支援

創業支援創業支援

★使い易さ・分かり易さを追求して、関連施策体系全般を整理・統合・充実。
★中小企業の市場化・事業化への取り組みを一貫して強力に支援。

既存支援法の整理統合のイメージ


